
○八女市行政財産使用料条例 

平成１５年９月１１日 

条例第１６号 

八女市行政財産の使用料徴収に関する条例（昭和３９年八女市条例第１９号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２２５条の規定に

基づく行政財産の使用料（以下「使用料」という。）に関しては、別に定めがあるものの

ほか、この条例の定めるところによる。 

（使用料の納付） 

第２条　法第２３８条の４第７項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者（以下「使

用者」という。）は、使用料を納付しなければならない。 

（平２１条例１７・一部改正） 

（使用料の額） 

第３条　前条の使用料の額は、次の各号に定めるところによる。 

（１）　電柱その他の別表第１に掲げる物件、工作物又は施設を設置することを目的とし

て土地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表に定める額とする。 

（２）　土地又は建物を前号以外の目的に使用する場合の使用料の額は、別表第２に定め

るところにより算定した額とする。 

（３）　土地又は建物を使用する場合の使用料の額が前２号によりがたい場合並びに土地

及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める額とする。 

２　前項各号の使用料は年額とし、使用期間が１年に満たない場合については、使用料の年

額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、１０円未満の端数は、切り捨てる。 

３　使用者が負担すべき電気料、水道料等は、前項の使用料に加算して徴収することができ

る。 

（使用料の減免） 

第４条　使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減免することができる。 

（１）　国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用若しくは公共用

又は公益事業の用に供するため使用するとき。 



（２）　市の指導監督を受け、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐

又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。 

（３）　行政財産の使用の許可を受けた者が、火災、風水害、地震その他これらに類する

災害のため、当該財産を使用目的に供しがたいと認めたとき。 

（４）　前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

（使用料の徴収方法） 

第５条　使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全

額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に

指定し、又は分割して納付させることができる。 

（使用料の不還付） 

第６条　既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、取消しの日以後の残日数に対応する額を還付することができる。 

（１）　市が、公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したとき。 

（２）　災害その他使用者の責に帰することができない理由により、当該行政財産を使用

できなくなったとき。 

（３）　その他市長が特に必要があると認めたとき。 

（委任） 

第７条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１５年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の際、現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間がこ

の条例の施行の日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまでは、なお従

前の例による。 

（黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置） 

３　黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日（以下「編入日」という。）前に、黒木

町又は矢部村において現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間が編入

日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまでは、なお黒木町行政財産使



用料条例（平成１７年黒木町条例第４号）又は矢部村行政財産使用料条例（平成元年矢部

村条例第５号）（次項において「旧町村の条例」という。）の例による。 

（平２１条例１７・追加） 

４　編入日前までに、旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

（平２１条例１７・追加） 

附　則（平成２１年９月３０日条例第１７号） 

この条例は、平成２２年２月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

備考 

１　「電柱類」とは、電気通信事業法施行令別表第１の種類の欄に掲げる物件をいう。 

２　「地下埋設物」とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１項第２号

に掲げる物件をいう。 

別表第２（第３条関係） 

備考 

１　１件の使用料の額が１００円に満たないときは、１００円とする。 

２　１件の使用料の額に１００円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。 

 
区分 使用料の額（年額）

 
電柱類 電気通信事業法施行令（昭和６０年政令第７５号）別表第１の例により算

定した額

 
地下埋設物 八女市道路占用料徴収条例（昭和３１年八女市条例第３１号）の別表の例

により算定した額

 
自動販売機 市長が別に定める額

 
区分 使用料の額（年額）

 
土地 固定資産税における仮評価により算定した額に１００分の５を乗じて得

た額

 
建物 固定資産税における土地仮評価により算定した額と建物仮評価により算

定した額との合計額に１００分の５を乗じて得た額


